
  市川市テニス協会 会則 
 
第１章 名称及び事業所名 
  第１条 本協会は市川市テニス協会と称する。 
  第２条 本協会の所在地は会⻑宅に置く。連絡事務所は理事⻑宅とする。 
 
第２章 ⽬的及び事業 
  第３条 本協会の⽬的は以下のとおりとする。 
    １．健康で明るい⼈⽣と⼼豊かな社会⽣活の構築を⽬指す”⽣涯スポーツ”としてのテニスの普

及。 
    ２．競技スポーツとしてのテニスの普及と競技⼒の向上。 
    ３．会員相互の親睦。 
  第４条 本協会は、前条の⽬的を達するために次の事業を⾏う。 
    １．市⺠テニス⼤会の開催、運営。 
    ２．テニス講習会の開催。 
    ３．指導員の養成。 
    ４．会員、団体の助成、連絡、統合。 
    ５．その他、本協会の⽬的達成に必要な事業。 
 
第３章 会員 
  第５条 
    １．（会員） 
     本協会の会員は、⼀般会員と事業者会員によって構成する。 
     （１）⼀般会員 
        市川市在住の、ないし多数の市川市市⺠が所属する市川市隣接の、テニ       

ス団体（クラブ、サークル） 
     （２）事業者会員 
        市川市在住の、ないし多数の市川市市⺠が所属する市川市隣接の、事業       

者テニス団体（会員制クラブ、スクールやレンタルコートの事業者） 
    ２．（会員の権利） 
     会員は次の権利を有する。 
     （１）本協会の総会に参加すること。 
     （２）本協会が開催する⾏事に参加すること。 
        尚、各種⼤会に参加の際、参加費の割引が受けられること。 
    ３．（会員の協⼒） 
     （１）⼀般会員は、本協会からの要請に基づき、１名以上の理事候補を選出し、       

本協会が開催する各種⼤会・教室の運営にあたるものとする。 
     （２）事業者会員については各種⼤会・教室の運営協⼒は対象外とするが、多くの参加者を



集める努⼒をするものとする。 
    ４．（⼊会・退会） 
      ⼊会・退会は所定の書式により申請し、常任理事会の承認にて決定する。 
    ５．（休会・復帰） 
      休会・復帰は所定の書式にて申請し、常任理事会の承認にて受理される。 
     （１）休会届が受理された時点で運営協⼒は免除される。 
     （２）休会状態での⾏事への参加は「⼀般」扱いとする。 
     （３）年度末に次年度の予定を書⾯で提出する。 
    ６．（会費） 
     （１）会員は別に定められた年会費を、総会時までに納⼊しなければならない。 
     （２）会費は理事会の議決を経て総会にて承認・決定する。 
     （３）期途中の⼊会は年会費全額を⽀払い、休会・退会の場合年会費は返却されない。 
 
第４章 役員及び組織 
  第６条 本協会に次の役員、監事及び名誉会⻑、相談役、顧問を置く。 
            会⻑         １名   
           副会⻑         若⼲名   
           理事⻑         １名   
           副理事⻑ 若⼲名   
           常任理事       相当数   
           理事         ２０名以下   
           評議員         各加盟団体より１名   
           監事         １名   

         名誉会⻑ 若⼲名   
           相談役         若⼲名   
           顧問         若⼲名   
    第７条 役員の選出及び任期は以下のとおりとする。 
    １．会⻑は理事会で推薦し、総会において決定する。 
    ２．副会⻑、理事⻑、副理事⻑は会⻑が任命する。 
    ３．常任理事は理事の中から互選する。 
    ４．理事は加盟団体よりの役員の推薦に基づき会⻑が任命する。 
    ５．役員の任期は２年間とする。 
      但し、再任を妨げない。補⽋による役員の任期は前任者の残存期間とする。 
  第８条 役員の任務は以下のとおりする。 
    １．会⻑は本協会を代表して会務を総理する。 
    ２．副会⻑は会⻑を補佐し、会務を代⾏する。 
    ３．理事⻑は会務を総括する。 
    ４．副理事⻑は理事⻑を補佐し、会務を代⾏する。 



    ５．常任理事は、会⻑の命を受けて会務を掌理する。 
    ６．理事は下記の部会務を遂⾏する。部の⻑は兼任することができる。 
           ・総務部 ： 本協会の内務、外務を総括的に執⾏する。    
           ・会計部 ： 本協会の会計事務を執⾏する。    
           ・⼤会部 ： 本協会の各種⼤会の運営を執⾏する。    
           ・普及部 ： 各種テニス教室、市川市⺠テニスクラブの運営を執⾏する。 

    ・強化部 ： 選⼿の育成と強化を執⾏する。    
         ７．評議員は会務を審議し、議決する。 
 
第５章 会議 
  第９条  会⻑は定期総会及び臨時総会、理事会ならびに必要に応じ評議員会を開催する。 
  第１０条 定期総会は役員の過半数の出席（委任状を含む）を以って年度当初に開催し、事業計

画、事業報告、予算、決算等重要事項を審議し、決定する。 
  第１１条 理事会は会⻑以下の理事、またはその代理により重要事項を審議し、決定する。 
  第１２条 常任理事会は理事⻑が召集し、総会⼜は理事会において委任された事項及びその他細⽬

事項を審議執⾏し、必要に応じて専⾨委員会を設けることができる。 
  第１３条 各会議は当該役員の過半数の出席（委任状を含む）により成⽴し、会⻑は議⻑として出

席役員総数の過半数を以って議決する。賛否同数の場合は議⻑の裁決による。 
 
第６章 会計 
  第１４条 １．会計年度は毎年 4 ⽉１⽇から 3 ⽉３１⽇までとする。 
       ２．本協会の予算及び決算は理事会の承認を必要とする。 
 
第７章 会則及び細則 
  第１５条 １．会則の改正は総会において審議し、出席役員の過半数の承認により施⾏する。 
       ２．会務の詳細を定める細則は各部担当役員が⽴案し、理事会での審議、承認により施

⾏する。 
 
付則  本会則は、１９６６年（昭和４１年）から施⾏する。 
    １９９２年（平成 ４年） ５⽉改正 
    ２０００年（平成１２年） １⽉改正 
    ２００３年（平成１５年） １⽉改正 
    ２００８年（平成２０年） １⽉改正 
    ２０１６年（平成２８年） １⽉改正 
      ２０２４年（令和６年）    １⽉改正 
    ２０２６年（令和８年）  ４⽉改正 


